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Ⅱ．⻨茶（焙煎⻨）の特性と製造⼯程

１．⻨茶の特性
（１）商品上の特性

（２）衛⽣上の特性

生物的危害要因

原料から製品までの全過程を通じて水分活性は、0.65未満にあり、ま

た焙煎工程で極めて強い加熱が行なわれているため、生物的危害要因は

重要な危害要因にはなりません。

化学的危害要因

カビ毒や残留農薬等は、農産物検査証明等で確認されており、またア

クリルアミドについては、麦茶由来の摂取量は極めて少なく、問題とな

るレベルではない（※1）ため、重要な危害要因ではありません。

原料由来の特定原材料（そば）の混入については、大・はだか麦と同

一圃場に栽培しない等、生産者団体において混入防止措置が取られてい

ます。また、原料麦の受け入れ・切込み時に混入の有無の確認が行われ

ています。

同じ施設内で大豆焙煎品（きな粉）の原料大豆等特定原材料を取り扱

う場合には、原料麦に大豆等の特定原材料が混入する懸念がありますの

で、一般衛生管理による交差接触の防止が重要です。

なお、麦茶のアクリルアミドの低減化については、全国麦茶工業協同

組合は、農林水産省が定めたアクリルアミドの低減化の指針等（※２）

に基づき低減化に努めています。

名称 丸粒のままの⻨茶 ティーバッグ詰め⻨茶

包装形態
丸粒の焙煎⻨を包装
詰めしたもの

丸粒の焙煎⻨、またはこれを
粗粉砕した焙煎⻨をティー
バッグに⼊れ包装詰めしたもの

原材料 小粒⼤⻨、⼤粒⼤⻨、はだか⻨

保管状態 常 温

賞味期限 ２年間

水分含量
（水分活性）

原材料は13％以下、製品は５％以下
水分活性は全過程を通じて0.65未満

消費対象者 一般消費者・飲料メーカー 一般消費者

一般的な喫食方法
焙煎⻨を煮出し、または、
水出しして、布巾等で
濾して飲む

焙煎⻨を煮出し、または、
水出しして、飲む

Ⅱ．麦茶（焙煎麦）の特性と製造工程
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物理的危害要因

原料由来の異物、加工工程での破損、脱落した部品等については、選

別工程や、焙煎工程で除去・低減が行われる上に、麦茶はティーバッグ

に詰められまたはティーバッグに詰められていない麦茶は布巾等で濾し

て飲むよう表示し、濾して飲用しますので、異物等は重要な危害要因で

はありません。

以上のことから、麦茶製造業の衛生管理は、一般衛生管理による衛生

管理を行うこととします。

※２ 農水省が作成した指針は、「食品中のアクリルアミド低減するため

の指針」、「麦茶に含まれるアクリルアミドの生成要因解明と低減

技術の開発」です。

※１ 食品安全委員会の加熱時に生じるアクリルアミドの日本人の健康影
響評価においては、①②としています。
① 発がん以外のリスクについては、一定のばく露マージンが確保
されているので極めてリスクは低い。

② 発がんのリスクについては、人を対象とした研究においては職
業ばく露等の高ばく露集団も含め、アクリルアミド摂取量と、
がんの発生率との関連に一貫した傾向はみられないが、動物実
験の結果から求めたＢＭＤＬ10と日本人のアクリルアミドの推
定摂取量から算出したばく露マージンが十分ではなかった。
このため、ＡＬＡＲＡの原則にのっとり、できる限りアクリル
アミドの摂取量の低減に努める必要がある。

日本人のアクリルアミドの推定摂取量は、240ng/kg（1日当た
り）で、このうち野菜（素揚げ・炒め）が133ngで56%、飲料が40ng
で17%、菓子類が39ngで16％、穀類13ngで5.3％、その他が15ngで
6.2％となっています。

飲料40ngのうち、コーヒーが26ng、緑茶ウーロン茶が5.3ng、麦
茶が5.1ng等となっています。
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２．一般的な製造⼯程と危害要因

原料・資材の受入
農産物検査証明等を確認します。異物、そば等の特定原材料、昆虫等の
混⼊、水濡れによる異臭、変質等がないか確認します。

原 料 の 保 管 保管中に、ねずみ、昆虫、水ぬれの有無等を確認します。
特定原材料を、原料⻨と同一倉庫に保管、同一の投⼊⼝を利用してそれ

ぞれ別のタンクに⼊れる時は、⼤豆等の特定原材料（※）が⻨茶原料に
混⼊しないよう確認します。

選 別
網の目詰まりや破損を確認します。

焙 煎 直火、熱風、または焙煎媒体を通じて高温で焙煎します。
機械部品、器具の破損した破片等が異物として混⼊する場合があるの

で、作業開始、終了後に点検します。

冷 却 焙煎⻨は冷却します。
冷却に当たって、水を噴霧する場合があります。
井⼾水を使用する場合は、地下水の汚染等により製品に有害成分が混⼊
しないよう確認します。

原料⻨由来や、機械器具の破損した破片等が異物として混⼊する場合が

あるので、網の目破損、目詰まりの有無等を確認します。

計量・包装 所定量を計量し包装容器に充填します。ティーバッグ詰めして包装容器
に充填する場合があります。
機械部品、器具の破損等により異物が混⼊する場合があるので、機械器

具は、使用の前後に点検します。

製品の管理

選 別

※特定原材料の対象品目は、消費者庁ホームページを参照

原料⻨・焙煎媒体（炭酸カルシウム等）・包装等資材を受け⼊れます。

篩等を通して、原料由来の異物、夾雑物等を除去します。

水濡れ、破損に留意し、良好な保管場所・状態を確保します。
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Ⅲ．⻨茶製造事業者における衛⽣管理

１．実施すること

（１）衛生管理計画を作成

日頃から製造現場で行っていることを、２．の一般衛生管理のポイ

ントと手順の（１）～（９）に照らし合わせながら、別紙１－２の様

式の記入例を参考にして、「いつ」、「どのように」、「問題があっ

た時」どうするかを「衛生管理計画（別紙１－１）」として作成しま

しょう。

計画を立てるヒント

【い つ】

・いつ実施するかを決めておきます。

・振り返った時に問題がなかったことがわかるようにします。

【どのように】

・どのような方法で実施するか決めておきます。

・誰が行っても同じように実施できるようにします。

【問題があった時】

・普段とは異なることが発生した場合に、対処する方法を決めておきます。

≪何故、記録を残すのか≫

・ 現場の方が、製造⼯程や製品の衛⽣管理のポイントを理解することがで

き、より衛⽣管理の向上は図られ、また、振り返りのツールとして使用

できます。

・ 衛⽣管理のポイントを明確にし、基準を設定して管理することで、「お

客様のクレーム事故」の発⽣を防ぐことができます。

（２）計画に基づく実施

決めた計画に従い、実施する手順を参考にしながら、毎日の衛生管
理を確実に行っていく必要があります。

（３）確認・記録

実施結果を別紙２－２の記入例にならって、別紙２－１に記録しま
しょう。

これらの一連の記録は、賞味期限（通常２年）、原料麦の使用まで
の期間を考慮して３年間は保管しておきましょう。

Ⅲ．麦茶製造事業者における衛生管理
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・ さらに万が一、問題が発⽣した場合、衛⽣管理を行っていたことの証明

になります。また、その問題によって⽣じる影響の範囲が明確になり、

適切に対応ができます。

・ 記録は、お客様や保健所に対して、衛⽣管理について適正に行っている

ことを説明できます。

（４）振り返り

定期的（１ケ月等）に記録を確認し、クレームや衛生上、気がつい

たこと等、同じような問題が繰り返し発生している場合は、同一の原

因が考えられますので、対応策を検討しましょう。
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２．一般衛⽣管理のポイントと手順

（１）施設、設備等の整理、整頓、清掃

【なぜ必要なのか】

【い つ】

・ 毎日作業終了後

【どのように】

・ 施設、設備は、カビ、ねずみ、昆虫等の発生源となる、ごみ、

汚れ等がないか、毎日見回り確認しましょう。また、天井、壁、

機械・器具等に粉塵等の付着、堆積がないか等、定期的（１ケ

月に１回等）見回り確認しましょう。

・ 器具、機材は、要るもの、要らないものの仕分けがしてあるか、

要るものは決められた場所に置いてあるか、確認しましょう。

・ 廃棄物や排水溝が汚染源とならないように、清潔に保たれてい

るか確認しましょう。

・ 廃棄物は、原料麦や製品の保管・取り扱い区域に保管されてい

ないか確認しましょう。

【問題があった時】

・ 施設、設備に、カビ、ねずみ、昆虫等の発生源となる、ごみ、

汚れ等があった場合、天井、壁、機械・器具等に粉塵等の付着、

堆積等があった場合には、除去し、清掃を行い、衛生上支障の

ないようにしましょう。

ねずみ、昆虫等の発生、痕跡を認めた場合は、（９）その他の

アの「ねずみ、昆虫対策」に従いましょう。

・ 器具、機材は、不要なものは廃棄し、必要なものは決められた

場所に置きましょう。

・ 排水溝にゴミ詰まりがあった場合は、除去し、清掃しましょう。

・ 廃棄物が、原料麦や製品の保管区域に保管されていた場合は、

直ちに廃棄物置き場または製品等の保管区域外に除去し、清掃

を行い、衛生上支障のないようにしましょう。

・ 施設、設備が汚く、整理整頓ができていないと、カビ、ねずみ、

昆虫等が発生し、細菌の増殖を促すとともに、異物混入の原因

にもなります。
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施設、設備等の整理、整頓、清掃の手順

＜参 考＞

整理とは、必要なものと不必要なものを区分し、不必要なものは取り除くこと

整頓とは、必要なものが必要な時に、すぐに取り出せるようにしておくこと

清掃とは、ごみ・汚れ等をなくし、きれいに掃除し、点検すること

① 施設、設備等は、カビ、ねずみ、昆虫の発生源とならないよう、毎日見

回り確認し、ごみ、汚れ、廃棄物等や、天井、壁、機械・器具等の粉塵

の付着、堆積等を直ちに除去し、清潔に保ちましょう。害虫、ねずみ等

の痕跡を認めた場合は、（９）その他のアの「ねずみ、昆虫対策」によ

り対処しましょう。

② 天井、壁、機械・器具等に粉塵の付着、堆積等がないか、定期的（１ケ

月に１回等）に見回り、粉塵の付着、堆積等があった場合は直ちに清掃

を行い清潔にしましょう。

③ 施設、設備内の器具等は、不要なものは廃棄し、必要なものは決められ

た場所に置くようにしましょう。

④ 床は、清潔に保ち、ごみがないことを確認しましょう。

⑤ 排水溝は、廃棄物、ごみ等を除去し清潔に保ち、水が流れることを確認

しましょう。

⑥ 廃棄物が原料や製品置き場に保管されていた場合は、直ちに廃棄物置き

場または区域外に移動し、廃棄物の置かれていた場所は、きれいに清掃

し、衛生上支障のないようにしましょう。

⑦ 衛生管理実施記録に良否を記録し、なんらかの問題があった場合は、そ

の対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。
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（２）原料⻨等の受け⼊れ確認

【なぜ必要なのか】

・ 原料麦や資材に異物、そば等の特定原材料、昆虫等が混入、農薬

等が残留、袋の水濡れ等による異臭、変質等している恐れがあり、

これらを使用すると安全で衛生的な製品が作れなくなります。

【い つ】

・ 原料麦・資材の受け入れ時

【どのように】

・ 原料名、数量の確認とあわせ、納品書、原料麦の包装容器に表示

または添付されている農産物検査証明等により安全性を確認しま

しょう。

・ 異物、特定原材料、昆虫等が混入していないか、破袋、著しい汚

れ、水濡れ等による異臭、変質等がないか、目視で確認しましょ

う。

・ そば等の特定原材料は、原料麦の解袋、投入時に混入がないか目

視で確認しましょう。

【問題があった時】

・ 農産物検査証明が表示または添付されていない場合は、返品・交

換等しましょう。

・ 著しい異物、特定原材料、昆虫等の混入等を確認した場合や、破

袋、著しい汚れ、水濡れ等を確認した場合は、良品と分けて保管

し、原因の特定や不良品は破棄、必要に応じて、返品・交換しま

しょう。

・ そば等特定原材料が混入していた原料麦は、交換、返品しましょ

う。
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原料⻨・資材の受⼊れ確認の手順

① 原料、資材が到着したら、数量など注文品と納品されたものが合っ
ているか確認しましょう。

※アレルゲンを含む原料は、他の原料と混同することのないように
別の倉庫に保管しましょう。同一倉庫に保管せざるを得ない場合は
区分けし、離して保管しましょう。

② 農産物検査の証明、外観、異臭、包装の状態、異物、特定原材料、
昆虫等の混入を確認しましょう。
なお、農産物検査規格は、１、２等の「赤カビ粒の混入率は0.0％」
となっており、１、２等に格付けされた麦は赤カビの問題はありま
せん。
残留農薬については、外国産麦は、生産地においてサーベイランス
検査や船積時に検査が行われ、かつ、日本に到着・荷揚げ時に食品
衛生法上の検査が行われ合格したものです。また、国内産麦は、生
産者団体において分析が行われ安全性が確認されており、その分析
結果を当組合も確認しているので、安全性に問題はありません。

③ 何らかの問題があった場合は、正品と区分けし、原因の特定や不良
品は廃棄、交換、返品等を行いましょう。

④ そば等の特定原材料が原料麦に混入していた場合は、交換、返品等
しましょう

⑤ 衛生管理実施記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合は、
その対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。

焙煎媒体資材は、食品加工用として安全性の証明を確認しましょう。
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（３）保 管

【なぜ必要なのか】
・ 原料麦や製品の保管中に、ねずみ、害虫、水濡れ等が発生する場
合があります。

・

【い つ】
・ 定期的（１週間毎等）

【どのように】
・ 保管管理に当たっては、保管状態を見回り、ねずみ、昆虫の発
生・痕跡、水濡れ、異臭等、問題がないことを確認しましょう。

・ 大豆等の特定原材料の混入を防止するため、別の部屋に、または
同一部屋に保管する場合はできるだけ離して保管しましょう。同
一投入口を使用して原料タンクに投入する場合は、投入後、大豆
等の特定原材料の残留が無いよう通過ラインを入念に清掃しま
しょう。

【問題があった時】
・ ねずみ、昆虫等の発生・痕跡が確認された場合は、（９）その他
のアの「ねずみ、昆虫対策」により対処しましょう。

・ 水濡れ、異臭等が確認された場合は、良品と不良品を選別し、不
良品は廃棄等行い適切に処理しましょう。

・ 原料麦に大豆等の特定原材料の交差があった場合は、その残留が
無いよう通過ラインを入念に清掃し残渣が残っていないことを確
認しましょう。原料麦に特定原材料の混入を確認した場合は、原
料麦は飼料向け、廃棄等適切に処理しましょう。

・ 特定原材料が混入した原料麦の対応策は、各社であらかじめ決め

ておきましょう。

また、原料麦と特定原材料を同一倉庫に保管したり、同一投入口
を利用して、それぞれ別の原料タンクに入れる場合があり、この
場合、特定原材料と交差接触の恐れがあります。

保管状態の点検の手順

① 毎日、作業開始または作業終了後に原料麦の保管状況を目視で点検

しましょう。

② 点検に当たっては、ねずみ、昆虫の発生・痕跡、水濡れ、異臭の有

無を確認します。
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③ ねずみ、昆虫の発生・痕跡が確認された場合は、（９）その他のア

の「ねずみ、昆虫対策」により処理しましょう。水濡れ等が確認さ

れた場合は、良品と不良品を選別し、不良品は飼料向け、廃棄等の

必要な処分をしましょう。

④ 特定原材料を搬入した場合は、通過ラインの清掃の徹底と残渣のな

いことを確認しましょう。残渣が確認された場合は再度入念に清掃

し残渣が残っていないことを確認しましょう。原料麦に特定原材料

の混入を確認した場合は、原料麦は飼料向け、廃棄等適切な処理を

しましょう。

⑤ 衛生管理記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合は、その

対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。
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【なぜ必要なのか】

・ 原料由来の異物や、食品を製造する機械・器具の整備不良により

機械器具の部品が破損し、破損した破片等が製品に混入する恐れ

があります。

・ 焙煎麦は、焙煎終了後も自熱により焙煎が進むので、これを防止

するため焙煎麦に水を噴霧して冷却する場合がありますが、噴霧

量が多すぎると焙煎麦の水分が過多となり品質保持等に懸念があ

ります。

【いつ】

・作業開始前および終了後、または定期的

【どのように】

・

目詰まりが無いか目視で確認しましょう。

・ 焙煎麦が水分過多とならないよう試運転を行う等水の噴霧量が適

切か確認しましょう。

【問題があった場合】

・ ネジやボルトに緩みがあれば締め直し、部品の破損、網目の目詰

まり、破損があった場合は早急に修理・交換をしましょう。

・ 欠損した部品が見つからない場合は製品に混入していないか確認

しましょう。

選別機、焙煎機、冷却機等のネジやボルトの緩み、網の目の破損、

・ 試運転に使用した焙煎麦や水分過多となった焙煎麦は、飼料向け、

廃棄等適切に処理しましょう。

（４）機械・器具の保守・点検
（選別機（粗選別、石貫、粒選別等）、焙煎機、冷却機等）

機械・器具の保守・点検の手順

① 原料由来の異物や機械、器具からの異物の混⼊を防止するため、作

業開始前および終了後に、ネジやボルトの緩み、部品の破損、網目

の目詰まり・破損等がないことを確認し、緩み、破損、目詰まり等

があれば締め直し、修理、交換等を行いましょう。

② 冷却に水を噴霧する場合は、作業開始前に試運転を行う等水の噴霧

量が適切か確認しましょう。

③ 試運転に使用した焙煎⻨や水分過多となった焙煎⻨は、飼料向け、

廃棄等適切に処理しましょう。

④ 衛⽣管理記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合は、その

対処内容も含めて特記事項に記録しましょう。
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（５）使用水の衛⽣管理（貯水槽、井⼾水使用の場合）

【なぜ必要なのか】

・ 貯水槽を使用している場合は、貯水槽の汚れから細菌の増殖に

よる二次汚染の恐れがあります。

・ 井戸水使用の場合は、地下水の汚染等により製品に有害成分が

混入してしまう恐れがあります。

【い つ】

・ 作業開始前。

【どのように】

・ 濁り・異味・異臭等がないか確認しましょう。

・ 貯水槽の清掃は、定期的に行い、清掃時には水質検査を実施し

ましょう。（貯水槽を設置している場合は、各市町村の基準に

従い管理する必要があります）。

【問題があった時】

・ 濁り・異味・異臭等の異常を感じた時・検査結果に問題があっ

た場合は、使用を停止するとともに原因を追究し、改善しま

しょう。

・ 改善が認められない場合は、水道水に切り替えましょう。

・ 井戸水を使用している場合は、年１回以上水質検査を行いま

しょう。なお、検査項目については、最寄りの保健所にご確認

ください。

使用水の衛⽣管理の手順

① 作業開始前に、濁り、異味、異臭がないか確認しましょう。

② 貯水槽を使用している場合は、定期的に清掃を行い、清掃時に

は水質検査を実施しましょう。

③ 井⼾水を使用している場合は、年１回以上水質検査を行いま

しょう。検査項目は、最寄りの保健所に確認しましょう。

④ 濁り、異味、異臭等の異常を感じた時・検査結果に問題があっ

た場合は、使用を停止し、原因を追究し、改善しましょう。改

善が認められない場合は、水道水に切り替えましょう。

⑤ 衛⽣管理記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合は、

その対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。
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（６）トイレの清掃

【なぜ必要なのか】

・ トイレは、様々な病原微生物に汚染される危険性が最も高い場

所です。

トイレを利用した人の手を介して製品を汚染する可能性があり

ます。

【い つ】

・ 毎日（作業開始前）

【どのように】

・ トイレは毎日洗浄・消毒し清潔にしましょう。清掃は、製造の

作業服とは別の服で行いましょう。

【問題があった時】

・ トイレが汚れている時は、洗浄・消毒し清潔にしましょう。

トイレの清掃の手順

① 製造を行う時とは異なる服、靴、ゴム手袋を着用しましょう。
② トイレ用洗剤、ブラシ、スポンジを用意しましょう。
③ 水洗バー、ドアノブ等、手指が触れる場所は、塩素系殺菌剤で
拭き上げ、5〜10分後に水を含ませ軽く絞った布で拭き上げま
しょう。（必要に応じ実施する）

④ 手洗い設備を洗浄しましょう。
⑤ 便器は、専用洗剤を用いて、ブラシでこすり洗いした後、流水
で洗い流しましょう。

⑥ 床面は、専用洗剤を用いてブラシでこすり洗いし後、流水で洗
い流しましょう。

⑦ 洗浄後、水洗いレバー、ドアノブ等に触れてしまう等消毒済み
の箇所を汚染しないようにしましょう。汚染の可能性がある場
合は、再度殺菌しましょう。

⑧ 使用した器具は、洗浄、乾燥・保管しましょう。
⑨ 終了後、⼊念に手を洗いましょう。
⑩ 衛⽣管理実施記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合
は、その対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。
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（７）従業員の衛⽣管理

【なぜ必要なのか】

・ 従業員がケガや下痢をしていると、手指等を介して製品が汚染さ

れたり、作業服が汚れていたりすると、汚れや毛髪等、異物混入

の原因になる可能性があります。

【い つ】

・ 作業室に入る前

【どのように】

・ 製造作業従事者の体調、手の傷の有無、着衣の汚れ等の確認を行

いましょう。

・ 製造作業に無関係な物品を製造場へ持ち込まないようにしましょ

う。

【問題があった時】

・ 発熱や下痢、嘔吐等の症状がある場合は、製造作業に従事させな

いようにしましょう。

・

・ 汚れた作業服は、速やかに交換しましょう。

・ 製造作業に無関係な物品の持ち込みを確認した場合、物品を製造

場から出し、破損や紛失がないかを確認しましょう。

手に傷がある場合には、絆創膏を付けた上から食品衛生法（器具、

容器包装の規格基準）に適合した手袋を着用しましょう。

従業員の衛⽣管理の手順

① 製造作業前、作業中に以下の内容で確認しましょう。

② 製造従事者の体調を確認し、発熱や下痢、嘔吐等の症状がある場

合は、製造作業に従事させないようにしましょう。

③ 汚れた作業服を確認した時は、速やかに交換しましょう。

④ 作業服、帽子、必要に応じて手袋、マスクを正しく着用している

か確認しましょう。

⑤ 製造作業に無関係な物品を持ち込んでいないか確認しましょう。

⑥ 衛⽣管理実施記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合は、

その対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。
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（８）手洗い

手洗いの手順

① 次頁の「日食協が推奨する衛⽣的な手洗い−基本の手洗い手順−」

を参照

【なぜ必要か】

・ 手には目に見えない病原微生物やウイルスが付着していることが

あり、食品を汚染する可能性があります。

【い つ】

・ 作業室に入る前、トイレの後、清掃を行った後等

【どのように】

・ 公益社団法人日本食品衛生協会「日食協が推奨する衛生的な手洗

い―基本の手洗い手順―」等を参考にしたマニュアルを教育・徹

底しましょう。

【問題があった時】

・ 製造作業中に、製造従事者が必要なタイミングで手洗いを行って

いない時は、すぐに手洗いを行わせましょう。
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[K007]
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（９）その他

アねずみ、昆虫対策

【なぜ必要なのか】
・ ねずみ、昆虫等の有害生物による二次汚染や異物が混入する恐れ
があります。

【い つ】
・ 定期的（１か月毎）

【どのように】
・ 敷地内、工場内、保管倉庫等においてねずみ、昆虫等の有害生物
の発生もしくは痕跡の有無を確認しましょう。

【問題があった時】
・ ねずみ、昆虫等の発生、痕跡を認めた場合は、直ちに駆除・また
は必要に応じ専門業者に相談しましょう。

・ 殺鼠剤、殺虫剤を使用する場合は、原料麦等に影響を及ぼさない
ように留意しましょう。

ねずみ・昆虫対策の手順

① 敷地、⼯場内、保管倉庫等を定期的に見回り、ねずみ、昆虫の発

⽣、痕跡の有無を点検しましょう。

② ⼯場内、保管倉庫等への侵⼊を防止のため、所要の侵⼊防止措置

を講じましょう。

③ ねずみ、昆虫等の痕跡を認めた場合はその原因に直ちに対応する

とともに、駆除しましょう。また、必要に応じ専門業者に相談し

ましょう。

④ 殺鼠剤、殺虫剤を使用する場合は、原料⻨等に影響を及ぼさない

ように留意しましょう。

⑤ 衛⽣管理実施記録に良否を記録し、何らかの問題があった場合は、

その対処内容を含めて特記事項に記録しましょう。
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イ従業員の教育

従業員教育は、「安全」を確保するために決めたルールや手順を理解

し、守ってもらうために必要です。たびたび起こる食品事故の原因を調

べると、作業の慣れによる油断や認識不足からくる判断の誤り等があり、
必ず「人」が関係しています。

できる限り「食品安全」について知ることができる環境を整えましょ
う。

○教育のポイント

・ 従業員（パート、アルバイト等を含む）の⼊社時および定期的に衛
⽣管理について教育を行いましょう。

・ 理解度不足と感じた場合は、再教育を行いましょう。

〇教育の方法（例）

内容 方法

掲示および回覧

「食品安全」に関する基本的
な「整理、整頓、清掃、清潔、
習慣づけ」等いわゆる５S等の
掲示や資料をその都度回覧。

５S等を作業現場、休憩室等へ
の掲示や、新聞記事、業界情
報等を従業員に回覧する。

朝 礼
朝礼の度に５分程度の申し送
り。

クレームの発⽣時や業界情報
等の伝達。または、５Ｓ等を
確認する。

勉強会
定期的に30分〜1時間程度の勉
強会

手洗い、異物混⼊防止等テー
マを設けて実施する。
また、セミナー等への参加を
勧める。
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ウ情報の提供、回収、廃棄

【なぜ必要か】

・ 製品購入者（喫飲者）の健康被害が拡大する恐れがあります。

【い つ】

・ 毎日

【どのように】

・ 製品出荷前に、製品の表示情報（賞味期限、原材料名、原料原

産地等）が正しく表示されているか確認しましょう。

・ 製品出荷前に製品の回収事案に繋がるような食品衛生法上の問

題が発生しないよう確実に確認しましょう。

【問題があった時】

・ 製品出荷前に表示情報の誤りを発見した場合は、正しく訂正し

ましょう。

・ 出荷した製品に表示情報の誤りや食品衛生法上の問題が発生し

た場合は、速やかに管轄する保健所、販売先等に連絡するとと

もに、出荷した製品を回収する必要がある場合は、保健所の指

示に従って速やかに回収し、回収した製品は適切に処分しま

しょう。

（ここでいう回収とは、法例違反および消費者への健康被害が

考えられる事案を指します。）


